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最
近
の
諸
園
幣
制
改
革
の
傾
向

島

本

面虫

め
て
紺
一
ー
は

部
ニ
.
岱
換
規
定
の
傾
向
(
凡
上
本
抑
制
蹴
山

筋
一
一
一
、
申
仰
規
定
的
側
向

銘
四
、
結
論

第
一
、

緒

宅三三r

'" 

金
本
位
制
度

ωも
ご
に
於
り
る
金
正
通
貨
ご
の
闘
係
は
之
を
二
つ
の
方
面
よ
り
見
る
事
が
で
き
る
。
卸
も
一
は

金
正
遁
貨
正
が
一
定
の
倒
格
的
協
係
に
ゐ
h
J
や
脊
や
の
貼
仁
就
い
て
で
あ
り
、
こ
は
金
ピ
油
貨
ど
が
一
定
の
数
量

的
閥
係
に
め
h
や
否
や
の
貼
に
就
い
1

て
で
ゐ
る
。
更
に
之
を
説
明
す
れ
ば
、
前
者
は
そ
の
踊
貨
の
草
位
仁
よ
り

τ

一
不
さ
れ
た
る
金
の
網
格
が
一
定
吉
れ
つ
、
ゐ
h
や
否
や
の
駄
で
ゐ
っ
て
、
後
者
は
金
の
数
量
の
増
減
仁
よ
h
て
通

貨
の
放
量
に
一
定
の
培
械
を
生

ιっ
、
あ
り
や
否
や
正
一
五
ふ
鞘
で
あ
る
。

欧
洲
大
戦
が
終
つ

τ各
闘
が
何
れ
も
復
興
の
途
上
に
上
b
貨
融
市
制
度
も
そ
の
混
乱
を
整
理
せ
ら
れ
始
め
た
官
初

に
於

τは
金
本
位
制
度
も
必
ず
し
も
好
遇
さ
れ
た
も
の
ご
は
言
へ
な
か
っ
た
。
然
L
そ
れ
よ
り
約
十
年
聞
に
亘
る

詑

苑

最
抵
の
諸
同
格
制
改
革
白
傾
向

第
二
十
八
巻

四

O
一一一

第

貌

宜

五



詑

苑

第

抗

五
六

最
低
申
請
周
幣
制
改
革
白
傾
向

第
二
十
λ
魯

回

O
回

各
国

ω幣
制
整
理
上
り
努
力
ψ
跡
を
顧
み
て
見
る
吉
、
矢
張
b
輿
へ
ら
れ
た
結
論
は
(
理
論
上
は
兎
も
角
、
事
実

上
は
)
金
本
位
制
度
に
外
な
ら
な
か
っ
た
。
只
一
口
に
金
本
位
制
度
三
百
っ
て
も
必
宇
し
も
戦
後
の
そ
れ
が
、
戦

前

ωそ
れ
ご
同
一
の
内
容
を
持
っ
て
居
る
ご
一
再
ム
意
味
で
は
な
い
。
こ
の
酔
聞
に
就
い
て
、
右
仁
油
べ
允
金
正
通
貨

の
ニ
つ
の
胸
係
よ
ち
若
干
の
考
察
を
試
み
た
い
ご
恩
ふ
o

第
二
、

党
換
規
定
の
傾
向

p
d
q」

換

金

安:

貸

金
正
泌
貨
正
が
一
定
の
調
格
的
闘
係
に
ゐ
b
や
否
や
は
、
康
い
意
味
に
て
所
詞
金
先
換
の
問
題
で
ゐ
品
。
(
此

の
場
令
の
金
先
換
の
意
味
は
最
も
底
く
解
す
る
を
以
て
趨
設
正
す
る
)
而
L
て
此
の
関
係
は
金
本
位
制
度
古
は
一
小

離
の
闘
係
に
ふ
一
る
も
の
で
め
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
形
式

ω金
本
位
制
度
合
通
じ
て
比
の
関
係
は
存
在
し
、
又
此
の
関

係
を
考
へ
な
い
で
は
、
抑
I
金
本
位
制
度
な
る
も
の
を
考
へ
る
事
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

然
し
な
が
ら
比
の
閥
係
の
現
貨
に
示
古
る
、
形
態
(
先
換

ω形
式
)
は
必
宇
し
も
常
に
同
一
で
は
な
い
。

此
の
鮎
に
就
い
て
は
ケ
イ
ン
ズ
の
所
説
金
の
封
内
的
流
出
(
宮
古
日
制
一
骨
払
ロ
)
ご
謝
外
的
流
出

(
m
M
R
E巳
今
包
ロ
)

の
翻
念
を
備
、
り
一
1
考
へ
て
み
る
ご
よ
い
。
封
内
的
流
出
ご
は
金
が
鴎
内
的
使
用
の
目
的
を
以
て
銀
行
よ
b
引
出
古

る
、
事
を
意
味

L
・
調
外
的
流
出
正
は
金
が
掛
外
的
使
用
の
目
的
を
以
て
銀
行
よ
り
引
出
古
品
、
事
を
意
味
す
る

如
〈
で
あ
る
o
今
般
り
に
一
、
一
闘
に
於
て
金
の
掛
内
的
流
出

ωみ
行
は
る
、
場
合
E
、
二
・
金
の
封
内
的
減
出

も
劃
外
的
統
出
も
盛
ん
に
行
は
れ
つ
、
あ
る
場
合
ご
、
三
、
会
は
只
悶
際
的
支
甥
仁
の
み
使
用
き
る
、
帥
t
，
劃
外

J. M. Keynes: The amalgamation of DrilIsh note issl:es. (Th(: Econo. 
mic Journal. June 1928. p・321)

1) 



的
流
出
の
み
行
は
れ
つ
、
ゐ
る
場
合
、
さ
を
考
へ
て
見
る
ご
、
三
つ
の
場
合
に
は
自
ら
品
川
換
の
形
式
は
相
巽
る
も

の
が
あ
っ
て
然
る
べ
き
だ
と
考
へ
ら
れ
る
り
で
ゐ
る
。
何
故
な
ら
ば
囲
内
流
通
の
錦
に
は
金
は
そ
の
図

ω刻
印
を

施
せ
る
金
貨
の
形
式
を
採
る
を
利
議
ご
な
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、
針
内
的
流
出
に
備
ふ
る
に
は
金
貨
を
以
て
銀
行

券
を
究
換
す
る
を
以
て
遁
蛍
ご
す
る
の
で
あ
る
、
之
に
反
し
て
闘
際
支
梯

ω忽
に
は
金
が
一
闘
の
刻
印
を
施
吉
れ

て
ゐ
る
一
帯
は
確
に
無
用
の
失
費
守
政
て
し
て
居
る
ご
の
非
難
は
免
れ
な
い
か
ら
、
動
外
的
流
出
の
潟
に
は
夏
に
他

の
何
等
か
の
過
賞
な
形
式
を
選
ぶ
に
至
る
で
ゐ
ら
う
ご
考
へ
ら
る
、
か
ら
で
ゐ
品
。

然
る
に
金

ω
艶
内
的
沈
出
は
金
(
貨
)
が
闘
内
仁
於
て
質
際
取
引
仁
際
L
使
附
さ
れ
つ
、
め
る
場
令
で
な
〈
て
は

起
ら
な
い
o

所
が
金
貨
は
小
額
の
取
引
に
て
は
補
助
貨
に
劣
品
!
、
日
績
の
取
引
に
て
は
量
目
の
貼
に
於
て
紙
併

に
譲
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
o

其
中
聞
に
於
て
も
、
ぞ
れ
に
相
官
す
る
紙
幣
を
俊
行
す
れ
ば
特
に
合
貨
の
存
在
す
る
必
要

は
な
い
。
英
闘
に
於

τ大
戦
前
金
貨
の
流
通
し
て
居
っ
た
の
は
英
蘭
銀
行
券
が
五
時
間
を
以
て
最
小
券
ご
し
花
こ
己

が
有
力
な
原
闘
で
あ
る
ご
一
去
は
れ
る
の
で
あ
る
が
同
様
の
事
は
獅
逸
に
も
見
ら
れ
る
。
郎
も
一
九

O
六
年
二
月
二

十
日
の
法
律
以
前
に
於
て
は
ラ
イ
ヒ
Z

バ
ン
ク
は
一

O
O麻
以
下
の
銀
行
券
を
後
行
す
る
事
が
由
来
な
か
っ
た
の

で
あ
る
o

か
〈
て
阪
仁
戦
前
に
あ
っ
て
も
金
貨
が
日
常
交
易
に
使
用
泊
る
、
ご
云
ふ
事
は
何
れ
の
図
に
於
て
も
そ

う
で
あ
っ
た
三
五
ふ
の
で
は
な
い
。
此
の
貼
に
就
い
て
巧
白

mg自
ロ
の
如
き
は
大
健
次
の
如
〈
言
っ
て
ゐ
る
。

「
金
本
位
制
度
は
阪
に
戦
前
に
於

τ最
も
一
般
的
な
貨
幣
制
度
で
め
っ
た
が
、
そ
の
う
も
で
狭
義
の
金
本
位
郎
も

の
他
の
ラ
ア
y
貨
勝
同
盟
諸
国
も
繭
本
位
制
で
は
あ
っ
た
が
、
亦
之
に
加
へ
る
事
が
で
き
た
。
然
し
填
太
利
及
び

設

要E

第
二
十
凡
巷

五
4ニ

最
託
。
諦
闘
融
市
制
改
革
由
傾
向

四
O
五

第

凱

山崎博士・ 壷貨を拙iiflせ Lめざる金本位制(間家事官雑誌第四十二笹第十

概一四三頁}
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民

苑

最
近
の
諸
国
格
制
改
革
由
傾
向

第
二
十
λ
巻

王
J、

t再

挽

四
O
六

伊
木
利
は
所
謂
金
核
本
位
制
(
の
0
5
r
E急
F
E問
問
)
で
あ
っ
た
し
、
北
米
合
衆
困
も
金
貨
の
流
通
は
磁
に
貧
溺
で

ゐ
っ
て
大
髄
之
に
準
十
る
も
の

Z
考
へ
て
よ
か
っ
た
。
共
上
に
厳
格
な
金
本
位
制
の
闘
に
於
て
も
金
が
中
央
銀
行

に
集
中
し
て
流
通
界
を
陥
る
、
一
傾
向
が
筏
I
掛
か
っ
た
か
ら
、
金
貨
流
通
本
位
ご
金
岐
本
位
は
之
を
分
も
難
き
寅

怖
に
ゐ
っ
た
」

E
o
郎
も
金
本
位
闘
の
う
も
に
は
全
然
令
貨
の
洗
過
し
な
い
も
の
も
ゐ
っ
た

L
・
合
一
貨
が
流
通
L

て
ゐ
る
ご
一
百
つ
で
も
そ
の
額
は
必
十
し
も
多
〈
は
な
か
っ
セ
ゃ
う
で
あ
る
。

(
監
)

職
前
山
金
貨
捕
、
過
の
賀
怖
は
由
論
以
上
自
加
古
説
川
正
副
て
位
不
充
分
で
あ
る
。
訴
も
、
そ
れ
に
就
い
て
趨
官
た
文
献
も
場
げ
る
事
由
て
き

な
い
の
を
設
悩
と
す
る
。
凡
山
叫
抑
汁
「
貨
幣
鋭
行
問
問
一
班
L
山
部
十
術
「
盛
山
H
ノ
柿
泊
セ
ザ
ル
金
本
位
闘
」
都
十
一
時
制
「
臥
訓
交
眠
闘
一

-urbワル

金
貨
貯
掛
ト
党
揖
停
止
」
山
部
繭
文
に
は
賞
危
な
研
究
が
一
目
さ
れ
て
あ
る
。

然
る
に
此

ω形
勢
は
大
戦
の
勃
後
じ
仲
ふ
金
本
位
の
停
止
-
c
Z
も
じ
盆
I
助
長
吉
る
、
ば
か
h
で
ゐ
っ
た
。
英

仰
獅
共
仙
の
交
戦
闘
は
開
戦
古
同
時
に
競
っ
て
流
通
界

ω金
の
引
上
策
を
取
り
、
然
ら
M
d

る
闘
に
於
て
-h
貨
幣
償

他
的
畿
勘

ω結
川
端
金
は
殆
ど
流
通
田
川
よ
り
そ
の
姿
を
浅
し
た
。
然
L
戦
後
に
至
っ
て
も
一
度
委
を
か
〈

L
化
合
貨

は
再
び
流
通
界
に
現
は
れ
て
来
る
事
は
な
か
っ
た
。
職
前
に
於
吋
最
も
金
貸
流
通
り
盛
ん
だ
っ
た
欧
洲
山
於
い
て

も
僅
か
に
金
貨
流
通
に
和
蘭
瑞
耐
等
に
之
を
見
た
だ
け
で
あ
る
、
一
九
二
七
年
度
米
国
大
蔵
長
官
年
織
に
は
一
九

二
七
年
十
月
三
十
一
日
の
調
査
ご
し

τ震
替
安
定
岡
山
り
通
貨
以
腿
を
表
示
し
て
ゐ
る
が
、
そ
の
う
も
に
命
貨
の
現

に
流
通
せ
る
金
本
位
闘
ご
し
て
列
車
や
し
て
ゐ
る
の
は
、
米
岡
及
び
右
の
和
蘭
瑞
西

ω外
蘭
領
東
印
度
(
瓜
時
)
・
出

阿
聯
邦
-
f
v
バ

r
u
・
墨
画
専
・
3
u
y
ピ
ャ
・
グ
?
不
ゼ
ラ
・
智
利
の
十
ヶ
闘
に
止
る
o

然
も
そ
れ
ら
の
列
車
中

ω諸
国
に
就
い
て
も
金
貨
の
流
泌
は
必
や
し
も
盛
で
な
い
。

Conrad: Handworterb岨chder Sta，叫swlssenschaften.Bd. IV. S. lJ76 
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米
幽
に
就
い
亡
は
」
吃
志
向

g
Eロ
の
戦
前
に
就
い
て
言
へ
る
所
は
今
日
に
於
て
も
嘗
は
ま
る
。
然
も
そ
の
程
度

は
向
一
層
大
ご
な
っ
て
ゐ
る
。
大
戦
閲
始
吋
後
一
九
一
四
年
十
一
月
聯
邦
準
備
銀
行
の
業
務
開
始
正
己
も
仁
、
流

通
回
抑
の
金
(
主
正
し
て
氏
側
銀
行
の
所
有
ゼ
し
)
は
聯
邦
準
備
銀
行
努
叉
は
そ
の
預
金
古
引
替
に
嚇
邦
準
備
銀
行
に

交
付
さ
れ
、
愈
I
金
の
集
巾
は
大
ご
な
h
、
こ
の
集
中
古
れ
た
金
は
再
び
流
通
界
に
赴
〈
ニ
ご
な
(
、
金
(
及
び

金
件
付
)
の
流
通
は
戦
前
よ
り
著
し
〈
減
少
[
、
銀
行
外
で
は
之
宏
見
る
事
は
殆

rな
い
や
う
に
な
っ
た
古
云
ふ
事

で
ゐ
一
る
。

和
蘭

ω金
貨
流
通
は
戦
前
か
ら
多
〈
な
か
っ
た
が
、

戦
時
中
は
全
然
や
A
で
ゐ
化
。
然
L
戟
筏
金

ω流
入
大
正

な
る
や
一
九
二
五
年
十
一
月
十
七
日
以
来
金
貨
配
流
通
界
l
放
出
し
た
が
、

7
 

か
っ
た
。

充
分
に
一
一
般
経
郡
山
抑
仁
吸
股
古
れ
な

端
西
に
あ
っ

τも
金
貨
の
流
通
は
伶
程
重
要
性
を
失
っ
て
ゐ
る
Z
思
ふ
。
例
へ
ば
瑞
西
バ
ン
キ
ン
グ
・
ヲ
!
ポ

V
1
ジ
ョ
ン
の
月
報
の
「
瑞
西

ω通
貨
」
な
る
論
文
の
如
き
は
同
鴎
の
賂
来
の
本
位
制
は
|
|
瑞
西
は
金
内
輪
出
を

許
し
鎗
待
安
定
川
崎
な
る
も
A
m
換
は
永
だ
行
は
れ
十
幣
制
整
理
は
向
獲
さ
札
た
問
題
で
あ
る
|
|
金
本
位
制
な
る
べ

き
を
主
張
し
、
そ
の
理
由
ご
し
て
「
瑞
西
岡
民
は
今
日
で
は
金
貨
幣
の
流
通
を
忘
却
し
、
国
立
銀
行
の
銀
行
券
に

掛
し
絶
掛
川
り
信
用
を
抱
い
て
ゐ
る
」

E
云
ム
事
を
皐
げ
て
ゐ
る
位
で
ゐ
る
。

関
係
束
印
度
に
就
い
て
も
前
掲
H
1
0

日
目
内
々
の
書
物
の
如
き
は
「
本
位
は
金
で
あ
る
が
、
質
際
は
紙
幣
正
銀
貨

の
み
洗
活
し
、
出
E

貨
は
死
球
況
は
装
身
具
凶
製
造
に
よ
h
周
り
ら
れ
な
い
」
E
記

L
t
ゐ
る
。

市
阿
罫
西
耳
可
J

ゴロ
Y

ぜ
ヤ
ピ
金
貨
流
通
し
・
す
U
F
j
r
b
F
U

は
、
倫
若
干
の
雨
米
中
米
の
諸
園
E
同
じ
〈
外
岡

融

宛

最
}
也
白
諸
闘
帯
制
改
草
白
傾
向

第
二
十
λ
容

五
ブb

四

O
七

務

官晶

Barton Hepbur~; A history of currenc:y in the Unitcd Slates， (revised 
ed.) p. 46i and p. 515 
Louis Pommery: Changes et mon_naies. p. ~91. 
Socjete de Ba~q~e Swis;;e.= Bulletin mensnel: no. r 1/1927・p..68. 
L. Pommel"y: cit.， p. 3g6 
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設

苑

最
註
白
諸
闘
幣
制
改
革
目
傾
向

六
O

金
貨
(
す
b
y
j

ド
戸
の
場
合
に
て
は
米
闘
金
貨
)
山
流
泌
す
る
一
帯
は
事
寅
な
る
べ
き
も
、
グ
?
不
ぜ
-7
に

τは
金
貨

の
流
通
す
る
は
、
僅
か
に
僻
遠
山
二
一
三
地
方
り
み
に
し

τ.
智
利
に
至
つ
て
は
む
し
ろ
金
貨
り
流
通
せ
さ
る
聞
に

こ
そ
数
ふ
べ
詰
も
の
ピ
思
は
れ
る
。

第
二
十

λ
各

四
O
λ

第

貌

以
上
に
よ

b
て
明
な
る
如
〈
諸
国
に
於
げ
る
金
貨
の
流
通
は
大
戦
を
劃
期
ご
し
て
盆
I
減
少
し
っ
、
あ
る
o

金

貨
の
沈
過
す
る
図
は
愈
I
少
く
、
そ
の
流
通
的
税
皮
も
誠
に
少
い
も
の
で
ゐ
る
。
猫
泡
統
計
局
は
世
界
り
命
保
有

高
に
つ
き
中
央
銀
行
其
他
に
集
中
古
る
、
も
の
正
流
通
外
に
存
在
す
る
も
の
に
分
も

τ、
戦
前
戦
牧
mr
封
比
を
試

み

τ此
聞
の
推
移

k
明
に
し
て
ゐ
る
c

献

羅

巴

計

北

米

合

衆

闘

北
ハ
仙
北
大
制
諸
国

E

H

P

リ

H

F

4

9

4
存

型

車

胸

部

珠

洲
世

昇

言f

-
-宮
、一一向、也

A
己、ロ

ェ盟、耳

A

目玉、一同

ヨ、一八回、国一

(
単
位
一

oow内
閣
臨
)

一回、山口問{一、主

一也、一一豆、宝

岡、一口也、日
話一向、二

回、{]一ハ晶、一一

一、一
A
A
、λ

同一、一男、一一

ぃ
ト
ド
l
仰

い

H
いl

H

い
い
じ
い
作
1-

w'川
住
戸
阿
佐
伝
付
仇
ト
抽
泊
巴
梓
川
同
L

流
円
同
一

欧
…
問
符
主
職
闘
一

h

叫
ん
語
、
比
五
、
日
立
旬
、
室
、
三
省
、
室
、
主

1
一

献
洲
背
中
立
闘
↑
一
、
一
ユ
一
白
、
且
一
一
口
口
豆
=
一
、
ん
回
一
、
2

a

z

、合皿、
E

三一旦丘

中
、
阿
肱
諸
問
一
川
崎
同
川
崎
同
比
崎
一
一
「
一
一
、
巡
回
、
耳

c
.

一回J
一
室
、
止
晶
、
香
一
、
三
コ
一
、
童
、
4

且、百石口‘=己」宍也、一一一向、台一一昔、且

=、出
U
A
、
呈
一
口
口
.
同
一
一
-
、
在
日
、
A

-z
一
五
室
、
ι

百三一、呈

一
、
口
盟
、
一
口
一
、
室
、
邑
回
、
一
吾
、
旦

会
也
、
且
夫
、
」
一
、
呂
田
一
三
一

一
回
、
三
月
、
件
一
向
、
室
、
ム
ヲ
耳
元
一
件

日
吉
宗
、
口

、宅配、ョ
コ回一、七

=盟、
R

A

一士山、叫

Z

、喜一回、丸一

同上、 p.3B3 
向上、 p・429-430.
SOllth T..muicnll currency system. (Midland Hnnk 月靴、 nov.~dec. 1926， 

EV . Young": p. ?ι78 Central amcrican cunency and自nance

10) 
11) 
12) 

13) 



同
時
協
の
数
字
は
米
凶
治
情
局
長
年
報
に
就
い

τも
得
る
事
が
で
古
る
o

若
干
の
年
度
に
つ
い
て
主
要
闘
の
計
数
を

抽
出
し
て
み
る
ご
次
内
如
き
表
が
で
き
る
。

訪朝l世柿揃仙茅丁勃 f!1 =li1 

!1'九三 古

成 l胡利醐逸聞臨昧利義閥阿凶!陀利利

-;在|

弓弓売弓ミミセそ守男員男言ミ望勇者|問先
官口三口l!!L.'ヨL会~~A 附九山.s;L~二L吾 u

[流1
2 同ー玩一一三~ I~凶作
qq  ztqq V12ミ~ Ij~可;.1，
9~O çヨ旦旦~口-1-1

己主lH11
|制凹

己老 ー 量|五百年

1~1 
笠JL2三巴三三ミ35-141

年

L---1ー_1._._1_1ーしよ|竺内
一『 円|車ド』宙

嬰 555 芸者へ奏ヘ明~~ ~雪号宅雪 i露目空
山 "^田口10

司首
京:弗

説

苑

ゴヨヰ両闘'" 

弓七

日
司

A
一、ロ

点
且
口
、
ロ

ニ‘口

最
近
山
諸
岡
僻
制
改
革
由
傾
向

-
一
回
、
耳

也
、
口

肉
、
一

ミ宍君弓雪需
品.!¥. 3i:. 3 z 一 回 同

点、

u

第
三
十
八
巻

四

O
九

一
昔
、
晶

口
、
口
{
]

第

畠尾

六

Midland B.nk月掲、出J報 P.3
Latin americ~n monet九ryanrl exchange conditions (Ul1ited States De-

partment of Commerce; Trade Jnformalion Bulletin I no. 430) p. 40. 
Wirtscha白 u.Statistik (1927) 5. 676 

14) 

15) 

16) 



世

宛

最
近
白
諸
闘
僻
制
改
革
自
制
向

グウ秘パェ幸i・伯!:li占E
a民 Jレ ヲク

ネグ グア

ぜア アド

ライ路イル刺蹴 f 帯 本 及 開 典卦ア隅尼卦

日挨瑞瑞酉セ 1曙羅湘

制
刺間

然
思萄

Jレ

;;" 
ピ

去、
Z

口、

内
申
日
.晶、

=一五、ニU
、

一一豆、A

、

一一面、軍

三一、=一

】千八一、盟

一-一王、基
口、
E

-一、ョ

て・ ~~ 

iょ三L 上」」」」J 三ょ三ょ 13三二三

」

合品、且
口、ム

=一、且
己一、」

壁、』
=一一、呈

一口出，四
三三

岡
田
、
島

一豆、
i-2 

LI-LLE-LLiiii上よ二、よ LJLL|ー

D

・=一一
昔、
4

一一一、一一

室、一一
主、一」

A
μ
、
旦一、

E
zh-

H
H
a
-
4
t
 

s
a
A
岡
、
主

一記、哩
一豆、
i一三

点呂、八日
第
=
十
凡
各1____1 _1三_1__1_I_~_I三塁 uυ_1__1LLJー

晶、=

-
一
也
.
也

、園、
26

a
F
E

ヨ

4

点、山一一

一日]、口

出}、五

匂
A
、ー

一
昔
、
田

正副一、-由、
哩量、

E
向、

一口、園
、

一一一、
内口、一豆、 Pヨ

O 

第

腕

"-，、

ロ-^ 、、、
A 七日

.LLー_1_1_1_1ーム」ー、、
単ーー品

金
貨
沈
通

ω衰
へ
た
誌
は
斯
く
の
如
く
で
ゐ
る
。
か
、
る
事
情
ゆ
も
己
に
於

τは
金
向
調
内
的
流
出
を
日
的
ご

し
て
品
川
換
規
定
を
設
く
る
車
、
卸
も
金
貨
品
九
換
り
規
定
を
設
〈
る
必
要
は
殆
ど
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。

然
る
に
各
図

ω貨
幣
制
度
を
見
る
さ
・
法
規
上
金
貨
品
川
換
を
定
な
る
も
の
は
必
中
L
b
少
数
た
b
z
は
郁
し
得



な
い
の
で
ゐ
る
。
先
き
に
掲
げ
た
る
金
貨
流
通
闘
の
う
も
端
一
曲
は
向
品
川
換
を
再
開
し
て
ゐ
な
い
か
ら
之
を
除
〈

も
、
そ
の
他

ω園
‘
郎
米
・
和
・
瓜
暁
・
雨
阿
・
墨
画
膏
・
コ
ロ

y
ピ
ヤ

-
f
y
j
r
y
・
グ
ェ
ヰ

r-7
は
何
れ
も
金
賞

金
換
の
規
定
を
設
け
て
ゐ
る
。
そ
の
外
に
も
瑞
典
・
諾
威
・
備
蘭
商
・
加
奈
陀
・
涼
洲
・
日
本
り
如
き
は
金
貨
品
川
換
の

規
定
を
設
り
法
律
上
効
力
を
後
生
せ
し
め
て
ゐ
る
o
然
も
之
等

ω場
合
は
悌
旗
圃
を
除
き
何
れ
も
、
他
怖
に
通
ぶ
る

場
合
Z
旧
揖
L

リ
品
九
換
仁
官
っ
て
金
貨
て
他

ωも
の
(
金
地
金
、
金
潟
替
等
)
ご
の
選
鐸
を
認
め
て
居
る
の
で
な
い
か
色
、

一
見
す
る
場
合
仁
は
品
川
換
は
必
す
金
貨
を
以
て
行
は
れ
つ
、
あ
る
如
〈
で
ゐ
っ
て
、
殊
に
金
貨
が
流
泌
せ
す
金
の

帆
剖
内
的
流
出
は
存

L
な
い
ピ
き
る
、
闘
に
於
て
金
貨
先
換
が
行
は
る
る
ご
は
少
な
か
ら
や
奇
異
の
戚
を
抱
か

L
め

品
の
で
ゐ
品
。
然
し
布
規
定
の
運
用
の
質
際
ヤ
見
れ
ば
ぞ
の
凝
は
氷
伽
附
さ
れ
る
リ
削
も
右
の
規
定
は
只
存
在
す
る

rり
に
止
っ
て
ゐ

τ少
し
も
賀
行
さ
れ
て
ゐ
な
い
の
で
め
る
。

例
へ
ば
瑞
典
に
つ
い
て
は
冨
R
Eロ
引
は
「
そ
の
金
貨
品
川
換
的
規
定
は
未
だ
質
地
に
使
用
き
れ
た
事
な
〈
.
流
通

界
も
鍍
金
さ
れ
た
事
は
な
い
。
先
換
は
只
外
国
手
形
に
よ
っ

τ
の
み
行
は
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
」
t
云
っ
て
ゐ
る
。

諾
威
は
そ
の
貨
幣
改
革
を
行
う
て
か
ら
未
に
日
浅
(
そ
の
結
山
本
は
充
分
明
で
な
い
が
、
諾
成
銀
行
月
報
に
は
金

貨
免
換
再
開
後
の
股
況
を
侍
へ
て
次
り
如
〈
言
っ
て
ゐ
る
。
「
銀
行
は
一
九
二
八
年
五
月
一
日
そ
の
金
貨
先
換
合

再
開
し
た
が
、
最
初
よ
・
り
噛
四
期
苫
れ
て
ゐ
た
通
り
、
金
貨
は
少
し
も
引
出
き
れ
な
か
っ
た
。
戦
守
以
来
の
経
験
は

愈
I
確
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
」
正
。

仰
蘭
百
四
は
昨
年
六
目
的
貨
枇
刑
法
第
三
線
第
二
、
三
項
を
以
て
銀
行
券
は
本
応
に
て
金
貨
又
は
金
地
金
を
以

τ品川

換
せ
ら
る
ぺ
き
旨
を
定
め
た
。
然
し
ポ
ア
V

カ
レ
が
同
法
の
提
案
理
一
由
書
に
述
べ
た
る
所
仁
よ
れ
ば
「
恨
ふ
に
金

配

苑

最
近
白
諮
問
幣
制
改
革
白
傾
向

第
二
十
八
巻

四

都

銃

F. Machlup: Die neue Wahrungen in ElllOpa， S・.¥7

Norges Bank's mOlllhly report. no. 5， vol. IV， May 1928， p目 I目

17) 

18) 



設

部
二
十
凡
各

，、
四

苑

最
近
山
諸
国
格
制
改
革
白
傾
向

第
三
蹴

凹

貨
流
地
の
復
活
に
は
莫
大
な
品
質
際
的
利
盆
の
伴
ふ
は
容
易
に
之
を
判
知
す
る
事
が
で
き
る
が
、
今
日
一
般
民
衆

の
手
に
再
び
金
貨
併
を
握
ら

L
め
る
の
は
時
機
に
泊
し
た
も
の
で
あ
る
や
否
や
は
、
慎
重
に
考
慮
す
べ
き
問
題
で

ゐ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
G

a

-

-

ど
も
か
〈
銀
行
努
は
法
律
の
議
布

ω繁
日
よ
り
金
貨
に
引
換
へ
ら
れ
な
い
の
は
明
瞭

で
ゐ
る
」
正
一
五
ふ
の
で
め
る
ο

加
K
M
陀
は
政
府
紙
幣
己
十
一
の
後
券
銀
一
訂
の
銀
行
券
ご
が
存
在
す
る
が
、
規
定
上
は
政
府
紙
幣
は
ω
五
日
に
、

各
銀
れ
券
は
政
府
紙
幣
又
は
金
正
品
川
換
せ
ら
晶
、
事
正
な
っ

τゐ
る
が
金
は
闘
庫
及
び
銀
お
の
準
備
さ
な
っ
て
ぬ

"
 

る
に
過
ぎ
な
い

G

濠
洲
に
於
て
は
コ
ン
毛
Y

7

Z

F

旦
銀
行
本
応
に
於
て
の
み
金
貨
品
川
換
を
行
ふ
と
云
ム
一
帯
に
な
っ
て
ゐ
る
。
り

れ

HPE「
住
民
は
紙
鮮
に
慣
れ
い
て
金
が
流
通
し
な
〈
て
は
な
ら
ぎ
是
へ
て
ゐ
な
ふ
の
で
ゐ
品
。

日
本
の
品
川
換

ω現
献
は
特
に
説
明
す
る
ま
で
も
な
い
で
ゐ
ら
う
。

か
〈
て
金
貨
の
沈
説
ゼ

g
る
闘
仁
一
於
り
る
金
賞
品
川
換
の
規
定
は
、
貝
か
、
る
規
定
が
存
在
す
る
ご
云
ふ
の
み
で

あ
っ

τ質
際
仁
は
少
し
も
行
は
れ

τゐ
な
い
l
o

然
L
金
貨
の
質
際
流
通
す
る
国
々
に
於
て
も
そ
の
流
通
の
程
度
は

阪
に
述
べ
た
如
〈
甚
だ
少
額
に
過
ぎ
な
レ
の
で
ゐ
る
か
ら
、
そ
の
潟
に
金
を
供
給
す
る
必
要
は
少
〈
、
反
之
次
に

通
ぶ
る
劃
外
的
流
出
が
盆
1
重
要
さ
を
増

L
て
ゐ
る
か
ら
・
こ
れ
ら
の
図
に
於

τも
殆
換
は
慣
に
金
貨
に
よ
h
て

な
苫
れ
つ
、
あ
る
ご
云
ふ
の
で
は
決
し
て
な
い
の
で
あ
る
。

以
上
越
ぺ
た
所
に
よ
り
て
明
な
る
加
〈
金
貨
品
川
換
の
規
定
は
今
日
各
凶
の
宵
情
よ
り
鬼

τ殆
ど
そ
の
意
味
を
有

し
な
〈
な
っ
て
ゐ
る
。
例
へ
意
味
を
有
す
る
場
合
が
ゐ
っ
て
も
そ
れ
は
甚

r限
ら
れ

t
ゐ
る
。
若
し
夫
れ
多
数
の

Clt.， 413・

cir" p. 408. 

Pommery: 

Pommery: 

19) 

20) 



金
貨
非
涜
遁
園
の
場
合
に
於
て
は
、
全
然
之
を
存
置
す
る
の
意
味
は
後
見
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

(
固
)
金
地
金
及
び
金
銭
替
免
換

ー
然
ら
ば
品
百
貨
究
換
の
不
必
要
化
は
直
ち
に
先
換
規
定
白
煙
の
不
必
要
化
を
意
味
す
る
で
ゐ
ら
う
か
。
此
の
勤
に

就
い
て
は
東
に
光
吉
仁
述
べ
た
金
的
~
劉
外
的
統
出
に
就
い
て
考
へ
て
見
な
〈
て
は
な
ら
ぬ
。
抑
t
闘
際
聞
の
貨
物

貿
易
は
必
十
常
に
均
衡
を
保
つ
正
云
ふ
わ
付
に
は
行
か
な
い
。
主
(
践
に
多
少
の
差
額
を
生
令
る
事
は
遊
り
雛
い
V

所

で
あ
ら

5
。
故
に
此
の
差
額
は
何
等
か
の
方
法
に
よ

b
之
を
決
済
し
な
り
れ
ば
な
ら
な
い
γ

。
所
が
今
日
そ
の
活
に

最
も
庚
〈
用
ひ
ら
れ
つ
、
あ
る
も
の
が
即
ち
金
で
あ
る
。
金

ω掛
外
的
続
出
ピ
は
卸
も
か
、
る
場
合
に
起
る
の
で

あ
る
。
而
し
て
此
の
場
合
に
岡
外
に
流
出
す
ぺ
き
金
台
、
銀
行
券
の
昌
一
不
仁
費
し
て
奥
ふ
る
割
合
を
一
定
せ
し
む

る
場
合
(
同
時
に
反
割
に
流
入
せ
る
金
に
咽
到
し

4

銀
行
券
を
奥
ふ
る
割
合
も
一
定
せ
し
め
ね
ば
な
ら
ぬ
)
に
は
、
他
の

岡
慌
の
規
定
を
設
〈
る
岡
正
の
聞
に
於

τ、
各
異
れ
る
貨
幣
箪
位
聞
の
交
換
割
合
を
一
定
せ
し
む
る
事
が
で
き
る

の
で
ゐ
る
。
而
し
て
新
〈
相
呉
れ
る
図
的
貨
幣
車
位
聞
の
交
換
割
合
を
一
定
せ
し
め
る
事
l
l詳
し
〈
は
一
定
の

範
閣
に
維
持
す
品
事

l
lは
即
ち
ぞ
れ
等
の
各
秘
の
貨
幣
車
位
が
金
言
明
腐
す
る
目

aE自
に
よ
っ
て
互
に
結
合
苫

れ
、
同
様
の
各
闘
が
或
意
味
仁

τ共
通
の
貨
幣
範
囲
を
組
成
す
る
に
至
る
事
を
意
味
す
る
の
で
ゐ
品
。
然
る
に
今

日
は
世
界
の
各
闘
の
商
業
的
遠
鏡
が
愈
I
密
接
な
る
場
合
で
ゐ
る
か
ら
、
か
〈
各
闘
が
何
等
か
の
形
式
に
て
共
通

の
貨
幣
範
囲
を
組
成
す
る
ピ
云
ふ
事
は
各
国
に
ど
っ
て
重
大
な
る
利
盆
に
相
違
な
い
。
故
に
各
闘
は
競
っ
て
此
の

目
的
の
翁
に
銀
行
券
の
昼
示
に
謝
し
て
奥
ふ
ぺ
旨
金
の
量
を
一
定
な
ら
し
め
て
ゐ
る
。
(
同
時
に
金
の
呈
一
市
に
謝

し
て
輿
ム
司
、
き
銀
行
券
の
額
を
一
定
せ
し
め

τ居
る
)
(
邑
而
し
て
此
蕗
に
銀
仔
券
芭
し
て
過
ぺ
た
る
所
は
之
札
を

陸

宛

最
近
目
帯
嗣
幣
制
改
草
白
傾
向

第
二

+λ
巻

回

第

醜

矛言

亙



障

弗

第
ニ
十
入
品
世

回
日
四

第

親

穴
式

最
涯
白
商
圃
籍
制
改
革
白
傾
向

庚
〈
通
貨
Z
云
ふ
も
差
支
な
い
。
か
く
て
通
貨
ピ
金
正
は
多
〈
の
固
に
於

τ
一
定
の
碩
格
的
関
係
に
置
か
れ
て
ゐ

る
。
却
も
先
換
の
規
定
が
設
り
ら
れ

τゐ
る
の
で
あ
る
。

金
本
位
。
探
周
と
は
弾
す
る
に
此
自
動
宜
指
す
.
而
し
て
ク
ナ
ッ
プ
日
金
本
位
採
用
白
根
蛾
は
結
局
K
於
て
彼
自
所
欄
封
外
相
場
的
(
拘
留
守

。晶

3
E
r
n
ε
τ
あ
る
と
一
百
日
、
始
め
英
吉
剥
出
金
本
位
量
採
用
し
た
迎
山
は
必
ず
し
も
明
ぜ
な
い
が
、
既
に
英
吉
剖
に
・
覗
い
て
壷
本
世
を
蝶
用

位
し
た
猫
抱
白
如
き
は
砧
に
此
綿
抑
的
優
越
岡
た
る
英
吉
剰
に
劃
す
る
鵠
替
相
場
。
安
定
聖
目
的
と

L
・
働
胸
聞
は
英
樹
二
回
来
針
す
る
錦
替
相
場

白
安
定
を
希
望
し
て
惑
に
企
本
位
に
推
移
し
た
自
で
あ
る
し
、
嘆
太
制
白
場
合
に
就
い
て
も
同
様
に
云
へ
る
と
官
ワ
て
ゐ
る
。
而
し
て
此
由
儒
替

相
場
申
安
定
位
金
本
位
E
部
用
す
る
間
相
加
す
れ
は
相
加
す
る
利
腕
そ
の
刑
盛
大
な
る
に
盟
る
も
の
で
あ
る
。

然
し
な
が
ら
発
換
の
意
義
に
し
て
菱
化
し
て
ゐ
る
以
上
は
、
そ

ω形
式
も
極
化
し
な
く

τは
な
ら
同
事
は
併
に

遁
べ
た
如
〈
で
ゐ
る
。
か
〈
て
遜
ば
れ
た
の
が
金
地
金
の
資
質
の
形
式
で
あ
る
叫
既
じ
幾
度
Z
な
〈
述
べ
花
や
ヨ

仁
先
換
の
目
的
に

L
て
金
の
謝
外
的
流
出
に
闘
す
る
も
の
正
す
れ
ば
噂
』
れ
で
充
分
そ
の
目
的
を
遺
す
る
一
事
が
で
き

る
。
事
れ
ば
こ
そ
金
貨
疏
越
闘
Z
し
て
最
も
有
名
で
あ
っ
た
英
闘
の
如
き
で
き
へ
次
に
油
よ
る
如
〈
金
貨
売
換
の

規
定
を
摩
し
て
、
断
然
此
形
式
を
採
用
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

然
L
金
一
地
金
を
以
て
売
換
ザ
ん
芭
す
る
も
の
は
そ
ん
な
に
多
〈
な

ν。
今
日
の
所
、
英
国
・
丁
抹
及
び
備
蘭
西

の
=
一
ヶ
園
及
び
南
米
に
於
り
る
特
殊
の
事
例
に
過
ぎ
な
い
。
備
繭
西
は
令
一
貨
売
換
の
規
定
を
も
設
り

τ居
る
が
事

賃
上
行
は
れ
て
居
な
い
事
は
飾
に
述
べ
た
知
〈
で
あ
る
。
此
の
形
式
は
所
謂
金
地
金
本
位
制
(
の
。

E
Z日。
ESP-

e丘
)
ご
稽
せ
ら
る
、
も
の
で
あ
る
o
而
し
て
右
の
三
園
の
例
に
よ
れ
ば
何
れ
も
殆
換
の
最
低
額
が
定
め
ら
れ

τ

ゐ
る
。
郎
ち
英
闘
は
四

O
Oオ
y
z
.
丁
抹
は
二
人
、

0
0
0
ク
ロ
ー
ネ
、
仰
蘭
西
は
ニ
一
玉
、

0
0
0法
で
、
此

Kn孔.pp; Staat1iche Theorle des Geldes. S. 258--00. 
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額
以
下
の
究
換
は
之
を
繭
求
す
る
事
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
之
を
米
貨
郊
で
示
す
芭
英
国
は
約
八
、

0
0
0弗、

丁
抹
は
約
七
、
五
O
O曲
m
・
備
蘭
西
も
亦
入
、
四
O
O弗
で
あ
っ
て
そ
の
標
準
は
大
館
岡
じ
所
に
あ
る
ゃ
う
で
あ

る
。
か
、
る
最
低
額
を
定
め
た
理
由
は
、
党
換
規
定
を
設
く
る
意
味
の
鎚
濯
よ
り
叉
明
な
る
所
で
あ
ら
う
。
印
度

は
最
近
の
幣
制
委
員
曾
の
輸
血
血
に
於
て
此

ω形
式
を
採
る
一
帯
hr
推
賞
古
れ
幣
制
改
革
完
成
の
暁
は
金
地
金
本
位
闘

に
加
は
る
答
で
あ
る
が
、
一
九
二
七
年
一
ニ
岡
山
の
改
正
に
於
て
陪
政
府
は
金
を
買
ひ
金
銭
替
を
貿
る
義
務
ゐ
h
J
ぜ
な

し
て
居
る
の
み
で
あ
る
。

術
商
米
の
T
W
ぜ

V
チ

V

及
び
プ
ラ
デ

yω
ニ
困

ω場
合
も
之
に
加
ふ
べ
き

rz忠
は
れ
る
。
聞
も
之
等

ω岡

仁一於
τ
H
H

、
前
者
は
一
九
ニ
七
年
八
月
二
十
七
日
よ
り

-wn&μ

庁
内
O
コ耳岳山

S
R
に
よ
h
・
後
#
者
咽
は
一
九
ニ
』
天
ハ

年
十
ニ
月
十
入
日
よ
恥
hリf、ミ.ηCω

町

舗

し
、
紙
融
市
り
曇
一
不
に
相
到
し
て
金
を
交
付
す
る
事
を
再
開
し
た
の
で
ゐ
る
c

雨
闘
は
古
〈
よ
b
所
謂
党
換
局
(
同
EMa

d

呂
田
町

OPE目
。
)
の
働
に
よ
b
τ
、
園
内
の
紙
幣
を
調
外
支
携
の
必
要
あ
る
場
合
に
金
の
一
定
量
Z
究
換
し
叉
そ

ω

逆
に
金
の
一
定
量
に
謝
し
て
紙
幣
の
一
定
額
を
奥
へ
、
以
て
金
本
位
闘
の
列
に
加
っ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
叫
而
し

τ

今
や
そ
の
萄
の
制
度
に
隠
っ
た
の
で
あ
る
。
そ

ω普
通
の
金
地
金
本
位
制
Z
異
る
所
は
品
開
券
機
関
正
売
換
機
闘
が

同
一
で
な
い
所
に
あ
る
。
雨
岡
ご
も
此
の

ιE[
な
放
路
の
撤
厳
を
期
し
て
既
に
捨
律
を
制
定
し
て
ゐ
る
が
未
vh

ぞ
の
賓
現
に
至
ら
な
い
。

然
し
乍
ら
金
正
遁
貨
Z
の
品
川
換
を
定

U
る
事
の
重
要
減
き
る
、
所
以
も
(
や
が
て
合
本
位
制
採
用
の
意
義
も
)
只

ぞ
れ
に
よ
b
J
て
第
替
相
場
を
一
定
の
範
囲
に
維
持
L
得
る
動
を
今
日
に
於
て
最
も
倉
重
せ
ら
る
、
事
に
外
な
ら
な

眠

苑

最
謹
白
諸
闘
幣
制
改
革
白
傾
向

第
二
十
λ
を

第

棋

四

五

，、
4ニ

，. ausgesp凹 chene Gold~ 

1926年白幣制委員曾。
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脆

施

最
近
目
諸
国
幣
制
改
革
白
傾
向

第
ニ
十
λ
品
甘

四
一
六

第

貌

中，、
A 

V
が
、
品
仙
の
効
果
を
生
4
y
る
錫
仁
は
必
中
し
も
金
そ
の
も
の
の
硫
出
入
を
必
須
侠
件
Z
し
な
い
町
。
金
の
流
出
入
を

必
要
ざ
す
る
場
合
じ
一
定
の
相
場
仁
て
金
翁
替
を
質
買
し
て
も
充
分
に
そ
の
目
的
を
遼
し
得
る
の
で
あ
る
o
之
即

も
所
繭
金
潟
替
本
位
制
(
の
o
E
a
n
F
E
m
o
u
E
ロ
含
三
)
で
ゐ
品
。
助
の
形
式
は
一
九
二
二
年
の
ぜ
ノ
ア
曾
議
に
於

て
推
賞
さ
れ
た
所
で
あ
る
が
、
そ
れ
さ
は
動
機
は
恐
ら
く
別
で
あ
ら
う
が
今
日
此
の
形
式
を
採
用
す
る
岡
は
甚
に

多
い
。
白
耳
義
・
芥
蘭
・
1
z
b
ニ
ャ
・
ラ
ト
ピ
ャ
・
(
駐
}
波
蘭
・
ダ
ン
テ
?
ヒ
・
希
臓
・
智
利
・
エ
ク
ア
ド
ル
y

・
グ
ア

9
T

ラ
・
渇
羅
・
印
度
等
之
れ
に
属
す
る
。
而
し
て
之
等
の
固
に
あ
っ
て
は
ェ
ー
ト
ニ
ヤ
-
F
V
テ
ツ
ヒ
(
両
国
は
磁
怨
誌

に
て
先
換
す
る
事
正
し
て
ゐ
る
)
印
度
等
を
除

ντ
多
〈
は
規
定
上
は
銀
行
の
越
捧
に
よ
り
金
又
は
金
潟
替
に

τ

品
川
換
す
ご
の
規
定
を
設
げ
て
ゐ
る
が
、
寅
際
上
は
費
用
の
か
苫
む
金
を
以
て
す
る
事
は
少
い
で
あ
ら
う
。

(陸』

ヲ
ト
ピ
ヤ
は
訟
文
上
は
金
釘
兄
島
又
は
。
司
)
を
は
て
党
換
す
と
な
っ
て
居
る
が
冨
H
E
Z司
自
前
山
明
書
三
八
百
に
は

z
ロ
局
何
日

T
E日
間

ゆ
る
】
同

n
Z
η
t
4
4品
目
骨
司

E
ロ

r
z
o
。E
E
Z
口
。
記
骨
〈

F
o
p
-
-
.‘
と
あ
り
、
さ
ツ

V
ヲ

y
y
銀
行
月
報

Q
5
9
7
f
M沼
町
・
司
-

h
F

・
}
の
献
洲
新
興
闘
白
幣
制
止
遁
4
た
る
う
ち
に
も
「
同
行
自
金
惜
備
自
大
部
分
は
英
嗣
銀
行
に
謝
す
る
預
金
て
あ
る
が
、
組
行
穿
は
誕
求
ER
第

金
又
は
M

件
闘
通
貨
に
党
換
さ
れ
る
。
金
由
出
入
に
就
い
て
は
何
回
制
臨
も
た
い
が
、
何
で
免
換
す
る
か
は
銀
行
昨
任
窓
て
あ
る
」
轄
由
説
明
あ
り
、

但
り
に
此
円
部
調
に
入
れ
て
置
〈
。品

川
換
を
行
は
ゲ
る
金
本
位
制

阪
に
遁
ぺ
た
る
如
〈
品
川
換

ω規
定
(
由
周
き
意
味
に
て
)
は
そ
の
岡

ω通
貨
を
し
て
金
Z
一
定
の
債
格
的
関
係
に
b

ら
し
め
之
に
よ
り

τ他
の
諸
岡

ω貨
幣
単
位
Z
自
国
の
貨
幣
車
位
E
の
交
換
割
令
を
一
定
せ
し
め

τ、
或
意
味
に

於

τ共
通
貨
幣
範
国
・
信
組
成
し
そ
の
便
盆
を
享
り
し
む
も
所
に
そ
の
意
義
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
故
に
何
等
か

(
A
)
 



の
他

ω方
法
に
よ
b
、
貨
幣
車
位
聞
の
凌
換
割
合
(
混
替
相
場
)
が
確
貨
に
維
持
さ
れ
る
な
ら
ば
、
品
川
換
の
規
定
は

必
?
Lも
存
在
し
な
〈
て
は
な
ら
泊
ご
云
ふ
わ
り
で
な
い
ぜ
云
ふ
事
は
了
解
し
得
る
所
で
あ
ら
う
。
此
の
間
係
は

蓋
t
想
像
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
。
現
貨
に
炉
、
る
形
態
的
貨
幣
制
度
を
有
す
る
闘
が
存
在
し
て
ゐ
る
の
で
あ

る
。
獅
逸
・
填
太
利
・
旬
牙
利
・
チ
エ
ツ
コ
旦
ロ
バ
キ
ャ
・
ュ

1
ゴ
ス
ラ
ぜ
ヤ
・

9
2
ア
ェ
ャ
・
ア
U
F

バ
ュ
ャ
・
伊
太
利
・

露
図
等
之
で
あ
る
。
之
等
の
闘
は
何
れ
も
先
換
を
行
っ
て
居
な
い
。
け
れ

y-も
そ
の
柏
崎
替
相
場
は
磁
賞
仁
安
定
じ

τゐ
る
の
で
あ
る
。
之
が
金
本
位
闘
で
あ
る
か
早
川
か
は
、
金
本
位
り
意
味
を
如
何
に
解
す
る
か
に
よ
っ
て
定
る
o

然
し
阪
に
今
日
の
賞
情
よ

h
し
て
金
の
園
内
流
通
を
金
本
位
制
の
不
可
欠
の
傑
件
ど
す
る
人
は
な
い
で
ゐ
ら
う
。

叉
腕
に
金
銭
本
位
を
金
本
位
の
一
積
己
な
す
時
は
、
党
一
換
は
し
な
い
が
、
其
一
他
の
方
仲
間
に
よ
り
て
金
が
凶
際
問
の

支
梯
に
使
用
事
晶
、

E
同
一
の
効
果
を
攻
め
得
4

き
貨
幣
制
度
は
金
本
位
制
度
芭
云
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
か

Z

恩
ふ
。
飯
に
グ

v
f
p
l
の
如
き
は
「
或
貨
幣
制
度
が
金
本
位
に
則
っ
て
ゐ
る
E
云
ふ
の
は
、
そ
の
貨
幣
の
各
車

η
 

位
が
金

ω
一
定
の
不
畿
の
量
吉
一
償
値
に
於
て
等
し
き
事
を
意
味
す
る
」
百
一
再
ひ
、

T

A

W

プ
は
「
金
本
位
に
つ
い
て

本
質
的
芯
貼
は
.
貨
酷
市
の
車
位
が
金
に
謝
L
一
定
せ
る
伺
儲
関
係
を
有
し
、
此
の
煩
値
閥
係
の
不
獲
が
如
何
様
仁

し
て
で
も
よ
い
h

か
ら
確
保
さ
れ

τゐ
る

Z
云
ふ
事
賞
に
外
な
ら
な
い
。
而
し
て
そ
の
や
う
な
保
訟
は
法
規
が
存
在

す
れ
ば
そ
れ
で
よ
い

E
云
ふ
の
で
は
な
い
、
何

t
な
ら
ば
経
済
上
か
ら
は
法
規
よ
h'
も
そ
の
費
際
に
賀
行
さ
れ
つ

つ
あ
る
事
が
必
要
な
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
叉
一
定
の
方
策
が
法
規

ω結
果
E
し
て
行
は
れ
て
ゐ
ゃ
う
芭
他
の

理
由
に
よ
り
て
行
は
れ
て
ゐ
ゃ
う
E
そ
れ
は
別
に
問
題
で
な
い
。
放
に
金
本
位
は
法
律
の
結
果
た
る
事
も
あ
れ

ば
、
銀
行
の
慣
習
の
結
果
た
る
事
も
あ
る
。
夏
仁
そ
れ
は
錦
替
政
策

ω機
構
を
基
礎
記
し
て
行
は
れ
て
ゐ
る
事
も

院

痴

最
近
由
商
圏
幡
制
政
革
白
傾
向

第
ニ
十
λ
魯

四
一
七

第
三
観

大

丸

The return to gold， p. 9-10引Gregory 27) 



話

苑

最
近
目
諸
国
幣
制
政
草
田
傾
向

七
O 

第
一
一
十
λ
容

回

A 

第
三
抗

あ
れ
ば
、
金
貨
の
自
由
鋳
趨
自
由
鋳
演
に
よ
b
て
厳
格
な
金
貨
の
可
愛
性
を
基
礎
Z
し
て
行
は
れ
て
ゐ
る
事
も
あ

る
〕
吉
一
五
つ

τゐ
る
が
、
こ
れ
ら
の
設
に
よ
れ
ば
以
上
の
諸
国
は
何
れ
も
立
振
な
金
本
位
闘
正
裕
す
る
事
が
で
き

る。
然
ら
ば
品
四
換
仁
よ
ら
す
し
て
倫
之
己
同
様
の
効
果
を
生
す
べ
き
手
段
E
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
ら
う
か
。
品
、
れ

は
必
中
し
も
岡
仁
よ
b
て
同
一
で
な
い
。

先
づ
此
の
極
的
諸
圃
の
う
も
じ
て
肢
も
徹
底
し
て
ゐ
る
の
は
露
西
躍
で
ゐ
る
。
露
西
彊
は
獅
・
り
潟
替
取
引
の
制

限
を
な
し
て
ゐ
る
ば
か

b
で
な
く
、
貿
易
的
闘
家
淵
占
を
円
相
っ
て
そ
の
通
貨
(
チ
エ
戸
ポ
ヰ
ツ
ツ
又
は
金
制
)
の
割

外
相
場
の
維
持
を
計
っ
た
叫
・
而
し
て
ぞ
れ
ら
の
政
策
の
眼
目
た
る
貼
は
そ
の
通
貨
の
封
外
相
場
を
維
持
す
る
貼
仁

あ
っ
た
。
帥
も
手
持
的
斜
替
が
少
〈
謝
外
交
帥
酬
に
不
充
分
村
ι
芭
考
へ
ら
る
、
場
合
仁
は
、
貿
易
上
輸
入
の
制
限
を

行
ふ
ど
云
ふ
仕
組
で
ゐ
る
。
之
に
よ
b
て
も
潟
接
相
場
の
維
持
は
相
官
確
質
仁
行
は
れ
て
ゐ
る
。

少
し
〈
之
に
類
似
し

τゐ
る
め
は
伊
太
刺
で
ゐ
る
。
伊
太
刺
は
貿
易
そ
の
も
の
、
管
理
は
行
っ
て
ゐ
な
い
ー
が
錦

替
は
厳
重
な
る
管
理
に
服

Lτ
ゐ
る
。
一
九
二
七
年
十
二
月
二
十
一
日
の
緊
急
勅
令
は
貨
幣
償
他

ω
改
定
を
行
っ

て
、
第
一
僚
は
明
に
「
4
夕
刊
Y

ヤ
銀
行
は
本
令
会
布
の
翌
日
よ
・
り
そ
の
羅
馬
本
応
に
於

τ自
行
畿
行
の
銀
行
券
台

呈
示
す
る
も
の
あ
h
h川
る
時
は
、
銀
行
の
選
操
に
よ
h
金
若
〈
は
、
金
品
川
換
を
貧
行
す
る
外
国
宛
の
矯
替
手
形

を
以
て
比
四
換
に
廊
古
す
る
」
義
務
伝
定
め
て
ゐ
る
が
、
金
の
輪
出
入
に
闘
す
る
制
限
は
鹿
止
さ
れ
て
ゐ
な
い
し
、
外

園
品
局
替
一
見
貨
に
闘
す
る
在
来
の
規
定
は
品
川
存
縞
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
怯
律
上
右
の
義
務
は
存
在
す
る
ご
す
る
も

寅
際
そ
の
通
用
ゐ
る
場
合
は
稀
で
ゐ
っ
て
、
そ
れ
に
よ
っ

τ金
古
通
貨
ご
の
債
格
闘
係
が
一
定
吉
れ
て
ゐ
る
の
で

p 
Machlup: a. a. 0.， S. 6-7 
Y~rovsky: Currency probIems and policy of the Soviet Union. 
96-99及 p.139-140 

ack The restomlion of europe昂ncurrenCles. 
The Economist，酌lalCh :10. '927・

p. 176. 
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は
な
い
o
何
hr
他
の
方
法
が
必
要
で
あ
る
。
即
ち
一
九
二
人
年
二
月
二
十
六
日
付
勅
A
T
第
二
五
ニ
枕
第
三
僚
は
イ

夕
刊
ノ
ヤ
銀
行
は
銀
行
努

ω
流
通
を
統
制
す
る
ご
共
に
、
金
を
貰
買
し
叉
は
外
国
錦
替
市
場
に
干
渉
す
る
事
に
よ

b
、
イ
タ
9
ヤ
通
貨
の
、
現
に
銀
行
券
を
金
古
先
換
し
っ
、
あ
る
闘

ω通
貨
に
闘
し
て
生
す
る
怨
替
動
揺
を
一
定

の
限
度
内
に
維
持
せ
し
り
ぺ
き
義
務
ゐ
る
も
の
喧
し

τゐ
品
。
而
し
て
伊
太
利
の
場
令
に
は
此

ω規
定
が
賀
行
主

れ
て
金
正
イ
タ

p
ヤ
地
貨
正
の
一
定
の
聞
慣
格
的
閥
係
が
維
持
Z
れ
て
ゐ
る
。

ア
w
y
j
-
一
ア
は
伊
太
利
の
援
助
を
得
て
闘
立
銀
行
を
設
立
し
た
が
鎗
換
は
未
だ
行
は
れ

τゐ
な
い
。
只
囲
内
に

流
通
し
て
ゐ
党
外
岡
銀
行
券
金
園
立
銀
協
引
券
ご
交
換
す
る
事
ピ
、
外
資
を
轍
入
す
る
一
串
に
よ
り
ゼ
錦
替
資
金
を
得

そ
の
通
貨
の
金
債
佑
を
維
持
L
t
居
る
刷

9

Z
ア
ニ
ア
に
就
い
て
は
一
九
二
二
年
入
月
二
十
九
日
法
律
第
十
四
僚
に
只
「
大
裁
大
臣
は
銀
行
券
金
先
換
の

手
縦
を
定
む
」
己
規
定
し
た
の
み
で
未
だ
そ
の
様
な
手
緩
の
定
め
ら
れ
た
る
も
の
を
見
な
い
の
で
ゐ
る
。
而
し
て

同
法
第
一
僚
は
F
λ
7
-
一
γ
園
内
の
通
貨
流
通
を
制
限
L
、
内
外
の
支
抑
取
引
を
容
易
な
ら
L
め
確
固
た
る
貨
幣

9
λ
ア
四
一
ア
銀
行
の
目
的
古
定
め
て
ゐ
品
。
同
岡
も
亦
そ
の
銭
替
相
場
を
や

制
皮
ef
帥
刑
来
す
る
(
下
略
)
を
以
て
、

つ
E
維
持
し
て
ゐ
る
。

ユ
ー
ゴ

1
1
-フ
ピ
ヤ
は
平
岡
慣

ω改
訂
を
未
だ
行
っ
て
ゐ
な
い
。
然
L
錦
替
は
一
九
一
一
五
年
人
月
か
ら
件
。
丘
町
径
百

な
一
守
備
に
つ
き
安
定
し

τゐ
る
。
そ
の
安
定
は
闘
立
銀
行
Z
大
臓
省
ど
の
注
意
深
き
協
力
に
な
る
錫
替
政
策
の
結

川
端
で
あ
る
知
只
別
仁
そ
の
や
う
な
義
務
が
法
律
に
よ
h
国
立
銀
行
仁
謀
せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
。

プ
u
y
d
J
F

ヤ
も
亦
貨
耐
前
倒
値

ω改
訂
を
行
っ
て
ゐ
な
い
。
然
し
、
潟
替
相
場
は
卒
債
よ
h
低
い
が
久
し
く
一
定

蹴

施

第
二
十
凡
谷

七

最
近
申
請
闘
悌
制
改
革
白
傾
向

四

九

第
三
銃

Annual report of thl~ National Dank of Alballia (FederaI Reservc Bulle-

tin. August 1926. p. 565・566
Annual report of the National Bank 01" Jugoslavia (Federal Reserve 

BlIlletin. ]une 1928. p-402-403-) 
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説

施

士

最
近
由
緒
闘
幣
制
改
革
由
傾
向

四

O 

第
ニ
十
λ
巻

第
三
観

の
貼
に
安
定
し
て
ゐ
る
。
殊
に
一
九
二
七
年
一
月
一
日
よ
h
新
銀
行
法
施
行
さ
れ
勃
牙
利
銀
行
は
そ
の
逝
貨
の
金

債
値
が
安
定
を
保
つ
ゃ
う
某
様
限
に
於

τ
一
切
り
手
段
を
誕
す
ぺ
き
義
務
を
有
す
る
事
ど
な
っ
た
か
ら
、
米
凶
聯

邦
準
備
局
の
調
査
の
如
き
も
同
日
を
以

τ勃
別
牙
は
金
ホ
位
に
復
旧
聞
し
記
事
ご
な
し

τゐ
る
“
そ
の
他
テ
且
ツ
グ

旦
ロ
バ
一
考
ヤ
も
M
T
倒
的
改
一
訂
を
行
っ
て
ゐ
な
い
が
そ
の
潟
替
は
久
し
〈
安
定
し
て
ゐ
る
。
ロ
ハ
死
換
の
規
定
は
術
設

り
ら
れ
て
ゐ
な
い
。
テ
エ
ッ
ク
Z

P

バ
キ
ヤ
銀
行
は
大
識
省
の
銀
行
部
を
承
継
し
て
一
九
二
六
年
に
設
立
さ
れ
柁

が
岡
銀
行

ω穂
b

の
規
定
の
う
も
に
は
テ
エ
ッ

P
λ

ロ
バ
キ
ヤ
冠
己
完
全
金
本
位
図
通
貨
己
の
聞
に
そ
れ
に
先
立

つ
ニ
ヶ
年
間
維
持
古
れ
て
ゐ
花
関
係
を
維
持
す
る
の
義
務
が
定
め
ら
れ
て
ゐ
る
。
換
言
す
れ
ば
銀
行
は
一

O
O冠

を
一
一
、
九

O
弗
乃
至
三
、

O
三
弗
の
限
界
内
仁
維
持
す
る
の
義
務
を
負
ふ
て
ゐ
る
。
然
し
賞
際
は
外
岡
品
品
格
取
引
の

凡
て
の
制
限
は
既
に
厳
比
さ
れ
た
か
ら
、
商
業
ム
的
必
要
か
ら
外
国
通
貨
が
必
要
ご
な
っ
た
場
合
仁
充
分
之
を
揃

初

足
せ
し
め
る
事
に
困
難
を
戚
ど
に
事
は
な

ω
ピ
一
再
ム
事
で
ゐ
品
。

壊
太
利
・
旬
牙
利
も
亦
銀
行
券
は
之
を
受
換
す
る
の
義
務
は
規
定
さ
れ
て
ゐ
な

νが
チ
ユ
ッ
コ
旦
ロ
バ
キ
ア
ピ

同
じ
〈
銀
行
に
は
通
貨
の
一
定
の
金
舗
値
を
維
持
す
る
義
務
ゐ
台
、
そ
の
上
外
岡
銭
替
取
引
の
制
限
は
厳
止
さ
れ

て
居
h
、
之
等

ω中
央
銀
行
は
常
に
外
園
潟
替
を
貢
貝
す
る
準
備
を
な
し

τゐ
る
か
ら
、
賞
質
上
は
金
潟
替
本
位

Z
何
等
兵
ら
な
い
ん
叩
宛
換
を
行
は
ゲ
る
金
本
位
制
の
う
ち
に
も
か
、
る
闘
々
も
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

濁
逸
も
亦
事
情
は
ニ
れ
ら
の
諸
凶
ご
類
似
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
更
に
一
歩
進
ん
に
形
式
に
あ
る
も
の
で
あ
る

Z
思
は
れ
る
。

始
め
獅
泡
の
新
後
券
銀
行
仁
就
い
て
ド

1
ズ
委
員
曾
が
議
論
し
た
場
合
に
も
売
換
の
問
題
は
最
も
困
難
な
問
題

The return to gold-summary by countries (Federal Reserve Bullelin， 

August 1928， p. 562・}
The Economist. ChechO!，lovak supplement; Dec目 8，1928.， p， !; 
Conant: History of modern b:mks of isslIe， 6th ed. p. 762-763 
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ご
さ
れ
て
ゐ
花
。
右
委
員
曾
に
設
言
を
な
す
縛
に
出
席
し
て
ゐ
た
ラ
イ
ヒ

A
F
y
o
r
の
総
裁
V

ヤ
』
ト
自
身
も
委

員
曾

ω専
門
』
山
部
迷
も
、
完
全
な
金
本
位

ω確
か
な
鮪
依
者
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
嘗
時
の
獅
逸
の
経
洛
紋
践
は
金

〈
例
外
的
な
も
の
で
あ
っ
た
し
、
欧
洲
会
慢
に

τも
倫
金
の
先
換
を
法
律
上
再
開

t
て
ゐ
る
困
は
存
し
て
居
な
炉η

 

つ
化
か
ら
、
か
、
る
場
合
に
獅
逸

vh
け
が
食
品
九
換
を
再
開
す
る
事
は
賞
施
I
雛
き
夢
想
で
あ
る
ぜ
考
へ
ら
れ
た
副

故
仁
ド

1
ズ
案
的
第
一
附
属
書
に
も
委
員
曾
は
省
初
仁
於
て
は
先
換
規
定
を
質
際
に
越
加
す
る
事
は
有
刺
な
ら
ず
、

る
べ

1
Z
の
意
見
を
有
寸
る
事
を
明
に

l
、
品
川
換
規
定
の
停
止
中
は
銀
行
に
於
て
「
T

F

P

」
の
震
替
相
場
を
能
ふ

限
h
卒
舗
に
接
近
せ
し
む
る
錫
有
ら
ゆ
る
努
カ
ピ
有
ら
ゆ
る
手
段
を
講
中
べ
き
で
あ
る
ご
述
べ

τゐ
品
。
故
に
一

九
二
四
年
八
月
三
十
日
の
銀
行
法
じ
於
て
は
、
そ
の
第
三
十
一
僚
は
銀
行
は
正

ω選
弾
仁
よ
り
銀
行
券
を
金
賞
.

金
地
金
又
は
金
活
替
を
以
て
品
川
換
す
る
の
義
務
を
有
す
る
回
目
'T
定
め
て
ゐ
る
が
、
岡
法
五
十
二
僚
は
、
右
の
規
定

の
質
施
に
は
理
事
曾
評
議
員
曾
の
一
致
の
決
議
を
要
す
る
旨
を
定
め
て
ゐ
る
ο

而
L
て
今
日
じ
至
る
ま
で
か
、
る

決
議
は
之
を
見
な
い
か
ら
、
先
換
の
規
定
は
未
花
賞
施
さ
れ
て
ゐ
な
い
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
安
定
以
来
今
日
迄

「
守
山
戸
ク
」
の
相
場
は
充
分
維
持
苫
れ
て
ゐ
る
。

、B
'

然
ら
ば
そ
れ
は
如
何
な
る
方
法
に
よ
っ
た
か
Z
云
ふ
に
一
一
九
二
四
年
十
月
十
一
日
新
銀
行
法
質
施
よ
h
一
九

二
六
年
入
月
二
十
三
日
に
至
る
ま
で
は
錦
替
釘
付
の
時
期
で
ゐ
つ

τ、
銀
行
は
額
に
制
限
な
〈
外
図
録
替
を
卒
欄

(
一
弗
H
困、ト一

O
ラ
イ
ヒ
旦
守

F

ク
)
に
て
寅
頁
L
た
o
放
に
此
の
場
合
に
は
先
換
の
規
定
は
賞
際
上
回
復
き
れ

出

)

た
の
で
あ
る
c
-
二
九
二
六
年
八
月
二
十
三
日
よ
h
一
九
二
六
年
十
月
二
十
一
日
ま
で
は
右
の
釘
付
政
策
が
厳
止

さ
れ
て
匁
替
相
場
が
市
場
の
決
定
に
委
せ
ら
れ
た
時
期
で
あ
る
u

然
し
蛍
時
に
あ
っ
て
は
活
替
取
締
仁
関
す
る
法

院

苑

最
託
白
繭
闘
幣
制
改
革
白
傾
向

第
二
十
λ
巻

第

揖

四

七

H. Schacht: Stabilisierung del' Mark. S. IJ2-133 

Ver'wRltung:sberichle der Reichsbank fth' das ]ahr 1925. S・3

調治白戦時戦後の錦替掴締規定回型選由民要は大蔵省理財局編、「描謹財政
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殴

苑

最
近
申
請
闘
幣
制
改
革
白
傾
向

第
二
十
λ
巻

四

第

抗

七
回

A
T
の
大
字
は
廃
止
さ
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
が
所
謂
柏
崎
替
銀
行
に
閲
す
る
制
限
の
如
き
は
倫
ム
存
在
し

τゐ
た
か
ら
、

錦
替
市
場
に
於
て
ラ
イ
ヒ
λ

バ
ン
ク
は
依
然
重
要
な
る
役
目
を
演
じ
，
ラ
イ
ヒ

z
j
y
ク
自
身
の
取
引
芭
顧
客
の

錦
の
取
引
子
炉
』
合
す
る
時
は
そ
の
額
は
大
な
る
も
の
ど
な
っ
た
υ

フ
イ
ヒ
旦
バ
ン
ク
が
外
国
掛
川
替
の
最
大
の
取
扱

者
で
ゐ
る
自
然
的
の
結
川
本
t
し
て
潟
替
相
場
は
然
ら
さ
る
場
合
に
比
し
て
そ
の
動
摘
が
少
か
っ
た
。
然
る
に
十
月

下
旬
以
来
市
場
的
形
畿
は
や
、
畿
じ
て
ラ
イ
ヒ
旦
7

ル
ク
は
下
落
の
傾
向
を
示
し
た
。
三
そ
ニ
で
一
九
二
六
年
十

月
二
十
一
日
に
凋
逸
生
産
販
質
調
査
委
員
曾
の
通
貨
及
信
用
に
闘
す
る
小
委
員
曾
に
於
て
ラ
イ
ヒ
λ

バ
ン
ク
総
裁

は
相
場
が
金
輸
出
制
仁
到
達
し
た
場
合
に
は
通
貨
擁
護
の
潟
に
何
時
に
て
も
金
を
寅
却
す
る
旨
の
一
公
式
の
離
明
を

な
L
た
。
金
員
入
の
義
務
は
銀
行
法
第
二
十
二
僚
を
以
1
存
左

L
冗
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
金
正
通
貨
ご
の
倒
格
的

闘
係
は
単
に
賞
際
上
の
み
で
な
く
、
一
定
吉
れ

τ
ゐ
る

ωで
あ
る
。
故
に
今
日
に
於
t
は
只
多
(
の
所
説
金
本
位

闘
ご
異
る
勤
は
先
換
規
定
が
猶
貨
施
さ
れ

τゐ
な
い
ご
云
ふ
鮎
ど
り
で
あ
る
υ

か
〈

τ品
川
換
の
形
式
の
硬
化
を
説
い
て
遂
に
免
換
を
行
は
古
る
金
本
位
制
に
迄
至
っ
た
。
然
し
そ
の
何
れ
の
場

合
を
問
は
A
V

金
ご
通
貨
正

ω
一
定

ω償
格
的
関
係
は
何
等
か
の
形
式
で
維
持
苫
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
o

(Reparation Commis~ 
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錨替取引取締由規定白残存してゐたものも 1927年 2月 22F.I ~以て凡て陵止
されてしまった。
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